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遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、エネルギー価格の高騰や人手不足に直面する町内の中小事業者

等に対し、省エネルギー効果の高い設備、省力化及び生産性の向上に資する設備の

導入を支援することで、経営基盤の強化及び生産性の向上を図り、もって当該事業

所に雇用される従業員の労働環境の改善及び就業意欲の向上を促進し、持続的な賃

金引上げに向けた環境を整備することを目的として交付する遊佐町中小事業者等

省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金（以下「補助金」という。）に関し、

遊佐町補助金の交付に関する規則（昭和４４年規則第７号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 中小事業者等 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１

項に規定する中小企業者及び個人事業主をいう。 

（２） 省エネ設備 エネルギー消費効率が従来品より向上しており、固定費の削

減に資する設備であって、作業場等の温熱環境の適正化等により従業員の労働

環境の改善に寄与するもの（高効率空調、ＬＥＤ照明、高効率給湯器、節水型

トイレ等）をいう。 

（３） 省力化設備 既存業務の自動化又は工程の削減により、労働時間の短縮や

人的作業負担の軽減を図るための設備であって、身体的・精神的な作業負担の

軽減を通じて従業員の就業意欲の向上に寄与するもの（自動精算機、配膳ロボ

ット、自動調理器、加工用ロボット等）をいう。 

（４） 生産性向上設備 付加価値の向上又は新たな販売手法の導入等により、単

位時間当たりの売上高や利益の増加を図るための設備及びソフトウェアであっ

て、業務の高度化やスキルの習得を通じて従業員のやりがいや自己実現に寄与

するもの（高性能加工機、ＰＯＳレジ、予約管理システム等）をいう。 

（補助対象者） 
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第３条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 町内に主たる事業所又は店舗を有し、事業を営んでいる中小事業者等であ

ること。 

（２） 申請日時点において、継続的に雇用し、賃金を支払っている従業員（パー

トタイム・アルバイト等を含み、事業主と生計を一にする親族のみの場合を除

く。）を１名以上有していること。 

（３） 本事業の活用により、従業員の処遇改善及び賃金引上げに向けた計画を有

していること。 

（４） 町税等の滞納がないこと。 

（５） 遊佐町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第２条第２

号から第４号に規定する設備の購入費、システム導入費及び設置に直接要する工事

費であって、令和８年１２月３１日までに支払及び実績報告が完了するものとする。 

２ 補助対象経費は、複数の補助対象設備を導入する場合、その経費を合算すること

ができる。 

３ 次に掲げる経費は、補助対象外とする。 

 （１） 消費税及び地方消費税相当額 

（２） 中古品の購入費 

（３） 既存設備の保守及び点検、修理、移設又は既存設備の撤去及び処分に要す

る費用 

（４） 賃貸物件（住宅、事務所、店舗、倉庫等）の所有者が、当該賃貸物件の付

帯設備（入居者が専ら利用するもの及び共用部に設置するもの）として導入す

る設備の経費 

（５） 居住の用に供する部分（自宅兼店舗等の自宅部分）に設置する設備の経費 

（６） 交付決定前に着手（発注、購入又は契約）した経費 

（７） 国、県又はその他の団体等から同一の設備導入に対し補助金の交付を受け

ている経費 
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（８） その他、本事業の目的（従業員の労働環境向上及び賃上げに向けた環境整

備）に照らして不適当と町長が認める経費 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に３分の２を乗じて得た額（１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、５００，０００円を限

度とする。 

２ 補助対象経費の合計額が７５，０００円に満たない場合は、補助の対象外とする。 

（事業の認定） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事業着手

前に遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定申請書（様式第

１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書及び町税等納付状況確認同意書 

（２） 補助対象経費の積算根拠がわかる書類（見積書の写し等） 

（３） 導入予定設備のカタログ又は仕様書 

（４） 雇用実態を確認できる書類（直近１～３ヶ月分の賃金台帳、または労働条

件通知書の写し等） 

（５） その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、

遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定書（様式第２号）に

より申請者にその旨を通知するものとする。 

 （申請内容の変更等） 

第７条 前条第２項の規定により事業認定の通知を受けた者（以下「認定者」という。）

は、申請内容を変更し、又は取り下げしようとするときは、遊佐町中小事業者等省

エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定変更（取下げ）承認申請書（様式第３号）

により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。 

２ 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定変更（取下

げ）承認通知書（様式第４号）により通知するものとする。 
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（交付の申請） 

第８条 認定者は、設備の設置が完了したときは、規則で定める補助金等交付申請書

及び遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業実績報告書（様式第

５号）に、次に掲げる書類を添えて遅滞なく町長に提出しなければならない。 

（１） 支出を証明する書類（領収書の写し等） 

（２） 設置した設備の設置状況が確認できる写真（施工前・後） 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（交付の決定及び通知） 

第９条 町長は、前条に規定する届出があったときは、完成検査を行い、検査に合格

したときは、補助金の交付を決定し、速やかに規則で定める補助金等交付指令書に

よりその旨を認定者に通知し、補助金を交付するものとする。 

 （決定の取消し等） 

第１０条 町長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又

は一部を返還させることができる。 

 （１） この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。 

 （２） 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に交付決定を受けた補助金に係る実

績報告、額の確定、補助金の交付、交付決定の取消し及び補助金の返還については、

この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 
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様式第１号（第６条関係） 

 

遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定申請書 

 

令和  年  月  日 

遊佐町長   殿 

申請者 所 在 地 

    事業所名 

    代表者名 

    電話番号 

 

遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金交付要綱第６条の

規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

記 

１ 補助金申請額 

合計     円（千円未満切り捨て） 

 

２ 事業内容の内訳（税抜） 

 （Ａ）補助対象経費の合計額        円 

 （Ｂ）補助金算出額（Ａ×２／３）     円 

 （Ｃ）補助金申請額（Ｂと５０万円のいずれか低い額）     円 

 

３ 添付書類 

 □事業計画書（別紙１）及び町税等納付状況確認同意書（別紙２） 

 □補助対象経費の積算根拠（見積書の写し等） 

 □導入予定設備のカタログ又は仕様書 

 □従業員を雇用していることが確認できる書類（賃金台帳、労働保険関連書類等） 
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別紙１ 

事  業  計  画  書 

 

令和  年  月  日 

    事業所名 

 

１ 事業所の現状と課題 

 

 

 

２ 導入設備の内容（複数合算の場合は全て記入） 

設備名 区分 数量 金額（税抜） 

   円 

   円 

   円 

合計   円 

※区分の欄には、省エネ、省力化又は生産性の中から設備ごと記載のこと 

 

 

３ 導入により期待される効果 

 

 

 

４ 賃金引上げ計画 
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別紙２ 

 

町税等納付状況確認同意書 

 

年 月 日 

 

遊佐町長  殿 

 

申請者 所 在 地 

    事業所名 

    代表者名 

 

私は、遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金の交付申請

にあたり、本補助金の交付決定に必要な範囲において、町が私の町税等の納付状況（滞

納の有無）を確認することに同意します。 

 

記 

 

１ 同意する事項 

町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等その他町に対する債務の納

付状況を調査すること。 

 

２ 対象範囲 

上記申請者（法人にあっては当該法人及びその代表者）の納付状況 

 

３ 同意の期間 

本補助金の申請から、補助金の交付が完了するまで。 
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様式第２号（第６条関係） 

第   号 

年 月 日 

所 在 地 

事業所名 

代表者名     殿 

遊佐町長 

 

遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定書 

 

    年 月 日付けで申請のあった遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入

緊急支援事業について、下記のとおり認定いたしますので通知します。 

記 

１ 設備を導入する事業所の所在地 

 

２ 導入設備の名称 

 

３ 認定の条件 

 （１）申請内容に基づき設備導入設置を行うこと。 

 （２）内容を変更し又は取下げしようとするときは、遊佐町中小事業者等省エネ・

省力化設備導入緊急支援事業認定変更（取下げ）承認申請書（様式第３号）を

提出し、あらかじめ町長の承認を受けること。 

 （３）偽りその他の不正な手段により交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、

補助金の全部又は一部の返還を求めることがある。 
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様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

遊佐町長   殿 

申請者 所 在 地 

    事業所名 

    代表者名 

    電話番号 

 

遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業 

認定変更（取下げ）承認申請書 

 

年 月 日付け 第 号で認定通知のあった遊佐町中小事業者等省エネ・省力

化設備導入緊急支援事業を変更（取下げ）したいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

変更の内容 

又は 

取下げの理由 
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様式第４号（第７条関係） 

第   号 

年 月 日 

所 在 地 

事業所名 

代表者名     殿 

遊佐町長 

 

遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業 

認定変更（取下げ）承認通知書 

 

    年 月 日付けで申請のあった遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入

緊急支援事業の変更（取下げ）について、下記のとおり承認します。 

記 

 

変更の内容 

又は 

取下げの理由 
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様式第５号（第８条関係） 

 

遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業実績報告書 

 

令和  年  月  日 

遊佐町長   殿 

申請者 所 在 地 

    事業所名 

    代表者名 

    電話番号 

 

年 月 日付け 第 号で認定通知のあった遊佐町中小事業者等省エネ・省力

化設備導入緊急支援事業が完了したので、下記のとおり関係書類を添えて実績を報告

いたします。 

記 

１ 事業完了日     年  月  日 

 

２ 導入設備の内容（複数合算の場合は全て記入） 

設備名 区分 数量 金額（税抜） 

   円 

   円 

   円 

合計   円 

※区分の欄には、省エネ、省力化又は生産性の中から設備ごと記載のこと 

 

３ 添付書類 

 


